
12 2018（平成30年）

　職場を通じてNISAを利用した資産形成ができるよう事業主等
が、利用者（役員、従業員）を支援する福利厚生の制度。利用者は、
事業主等が契約したNISA取扱業者が選定する金融商品から選択
して投資します。原則、給与天引きですが、口座引き落としによ
る購入もできます。

職場積立NISA

12月の税務と労務12月（師走）DECEMBER
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24日・振替休日
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国　税／ 給与所得者の年末調整 
 今年最後の給与を支払う時

国　税／ 給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書及び保険料
控除申告書の提出 

 今年最後の給与を支払う前日
国　税／ 11月分源泉所得税の納付 

 12月10日
国　税／ 10月決算法人の確定申告 

（法人税・消費税等） 1月4日

国　税／ 4月決算法人の中間申告 
 1月4日

国　税／ 1月、4月、7月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 1月4日

地方税／ 固定資産税・都市計画税（第
3期分）の納付 
 市町村の条例で定める日

労　務／ 健康保険・厚生年金保険被
保険者賞与支払届 
 支払後5日以内

紅葉

編 集 発 行
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12月号─2

　
本
年
十
月
、
Ｔ
商
工
会
議
所
主
催

「
従
業
員
の
不
正
行
為
・
防
止
対
策
」

と
題
す
る
セ
ミ
ナ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。

　
参
加
者
は
、
従
業
員
五
〜
一
〇
〇

名
の
中
小
企
業
経
営
者
や
役
員
の
方

八
〇
名
前
後
。

　
講
師
が
冒
頭
「
御
社
で
社
員
の
横

領
・
不
正
に
あ
っ
た
方
は
？
」
と
尋

ね
る
と
、
参
加
者
の
七
割
位
の
方
が

「
経
験
が
あ
る
」
と
答
え
ま
し
た
。

　「
う
ち
の
会
社
に
限
っ
て
不
正
は

起
こ
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
ど
う

や
ら
認
識
不
足
の
よ
う
で
す
。

　
さ
て
、
今
回
は
、
従
業
員
五
〜
三
〇

名
程
の
規
模
の
会
社
で
起
こ
る
可
能

性
が
高
い
不
正
の
種
類
と
、
そ
の
不

正
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
仕
組
み
に

焦
点
を
あ
て
て
、
考
え
る
こ
と
に
し

ま
す
。（
な
お
、
不
正
の
種
類
等
に
つ

い
て
は
、
別
表
を
参
照
下
さ
い
。）

一

　不
正
の
種
類

㈠

　売
上
金
の
横
領

　
外
資
系
損
害
保
険
会
社
甲
社
の
代

理
店
Ａ
社
（
従
業
員
四
名
）。

　
社
長
Ｂ
氏
は
独
立
後
、
六
年
目
で

早
く
も
甲
社
代
理
店
の
上
位
二
〇
社

に
入
る
業
績
を
上
げ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
Ｂ
氏
は
直
近
の
二
年
間

は
業
績
を
上
げ
る
た
め
、
リ
ス
ク
の

あ
る
方
法
を
採
っ
て
い
る
。

　
Ｂ
氏
は
決
算
間
近
に
な
る
と
、
加

入
に
見
込
み
が
つ
い
た
と
思
わ
れ
る

会
社
の
立
て
替
え
を
し
て
い
る
（
代

理
店
が
保
険
料
を
立
て
替
え
る
こ
と

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　
立
て
替
え
後
、
対
象
の
会
社
か
ら

代
金
を
担
当
従
業
員
が
預
か
っ
て
、

管
理
し
、
ま
と
め
て
入
金
を
行
う
こ

と
が
多
い
の
で
す
が
、
退
職
し
た
担

当
の
集
金
一
〇
〇
万
円
が
入
金
で
き

て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

㈡

　金
品
を
盗
む

　
建
築
資
材
卸
売
業
乙
社
、
業
歴
五

〇
年
、
従
業
員
三
〇
名
。

　
従
業
員
Ｃ
は
、
得
意
先
Ｄ
社
に
販

売
後
、
し
ば
ら
く
し
て
Ｄ
社
か
ら
返

品
が
あ
っ
た
と
報
告
。

　
し
か
し
、
倉
庫
に
あ
る
筈
の
返
品

の
品
物
は
無
く
、
Ｃ
が
商
品
を
他
社

に
横
流
し
し
て
い
た
。

㈢

　経
費
の
不
正
請
求

　
経
費
の
不
正
請
求
に
は
、
①
会
社

の
経
費
を
水
増
し
請
求
し
て
差
額
を

着
服
す
る
、
②
個
人
的
消
費
を
会
社

に
請
求
し
て
着
服
す
る
、
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　
例
え
ば
、飲
食
代
、ガ
ソ
リ
ン
代
、

旅
費
等
で
す
。
一
つ
ひ
と
つ
は
小
さ

な
不
正
で
す
が
、
多
く
の
従
業
員
が

行
っ
て
い
っ
た
ら
会
社
全
体
の
組
織

は
腐
っ
て
い
き
ま
す
。

㈣

　リ
ベ
ー
ト
の
着
服

　
リ
ベ
ー
ト
自
体
は
悪
で
は
な
い
の

で
す
が
、
会
社
の
特
定
の
担
当
者
が

賄
賂
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
問
題

と
な
り
ま
す
。

　
以
上
の
㈠
か
ら
㈣
ま
で
の
不
正
は
、

問
題
を
起
こ
す
従
業
員
に
何
ら
か
の

動
機
・
原
因
が
あ
り
、
金
銭
的
に
困

っ
て
い
る
場
合
が
多
い
で
す
。
次
に

述
べ
る
㈤
は
、
従
業
員
が
会
社
に
恨

み
が
あ
る
、
㈥
は
、
出
世
に
響
く
と

か
ク
ビ
に
な
る
恐
れ
か
ら
引
き
起
こ

る
も
の
で
す
。

㈤

　機
密
情
報
の
持
ち
出
し

　
顧
客
情
報
や
取
引
先
情
報
・
社
員

情
報
等
漏
洩
に
つ
い
て
、
近
年
、
頻

繁
に
マ
ス
コ
ミ
に
出
て
き
ま
す
。
売

却
あ
る
い
は
転
職
後
の
利
用
に
従
業

員
が
パ
ソ
コ
ン
・
サ
ー
バ
ー
か
ら
持

ち
出
す
も
の
で
す
。

㈥

　重
要
な
情
報
を
隠
す

　
ク
レ
ー
ム
隠
し
や
他
人
の
不
正
を

隠
す
こ
と
で
す
。

　
ク
レ
ー
ム
を
発
生
さ
せ
た
責
任
の

あ
る
本
人
に
す
ぐ
報
告
さ
せ
な
い
ば

か
り
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
事
を
か
ば

っ
た
り
、
不
問
に
付
す
る
こ
と
が
傷

口
を
大
き
く
し
ま
す
。

　
次
に
、
不
正
を
未
然
に
防
ぐ
仕
組

み
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

二

　不
正
を
未
然
に
防
ぐ
仕
組
み

㈠

　性
悪
説
を
前
提
に
す
る

　
従
業
員
は
誰
で
も
魔
が
さ
す
可
能

性
が
あ
る
し
、
都
合
の
悪
い
こ
と
は

隠
そ
う
と
し
ま
す
。

　
そ
の
考
え
の
上
で
、
不
正
を
出
さ

な
い
た
め
に
「
ル
ー
ル
を
整
備
す
る
」

必
要
が
あ
る
の
で
す
。

従
業
員
の

不
正
行
為
・
防
止
対
策



3─12月号

㈡

　単
独
担
当
に
し
な
い

　
本
人
し
か
仕
事
の
中
身
が
分
か
ら

な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
不
正

の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
担
当
が
知
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
は
自
然
の
成
り
行
き

で
す
。

　
複
数
担
当
の
相
互
チ
ェ
ッ
ク
の
仕

組
み
を
考
え
た
い
も
の
で
す
。

㈢

　長
期
間
担
当
さ
せ
な
い

　
ベ
テ
ラ
ン
社
員
に
な
る
ほ
ど
不
正

の
知
識
が
身
に
つ
く
。
つ
ま
り
、
不

正
を
や
ろ
う
と
思
う
と
出
来
る
と
い

う
危
険
性
を
は
ら
み
ま
す
。

㈣

　長
期
休
暇
を
と
ら
せ
る

　
本
人
が
い
な
い
土
、
日
曜
日
の
二

日
間
、
あ
る
い
は
連
休
の
三
日
間
の

不
在
を
利
用
し
て
の
チ
ェ
ッ
ク
は
勧

め
ら
れ
ま
せ
ん
。
出
勤
後
、
本
人
が

気
付
き
、逆
効
果
に
な
る
か
ら
で
す
。

　
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
で
し
た
ら
、
本

人
が
五
日
間
以
上
不
在
の
と
き
に
実

施
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

㈤

　経
理
部
門
の
強
化

　「
経
理
に
お
金
を
か
け
な
い
」
と

い
う
社
長
の
考
え
は
間
違
っ
て
い
ま

す
。
不
正
が
起
き
な
い
会
社
に
は
、

信
頼
で
き
る
人
（
経
理
マ
ン
）
が
必

ず
、
と
い
う
く
ら
い
い
ま
す
。

㈥

　社
長
の
姿
勢

　
食
品
ス
ー
パ
ー
丙
社
　
業
歴
五
〇

年
、
社
員
・
七
五
〇
名
。

　
丙
社
の
創
業
社
長
Ｅ
氏
は
、
五
八

年
前
、
奥
さ
ん
と
二
人
で
八
百
屋
を

営
業
し
て
い
ま
し
た
。

　
Ｅ
氏
夫
妻
に
は
子
供
は
い
ま
せ
ん
。

Ｅ
氏
は
二
〇
年
前
に
最
愛
の
奥
さ
ん

を
亡
く
し
た
頃
、
東
京
都
内
に
七
店

舗
を
構
え
て
い
ま
し
た
。

　
相
談
す
る
者
も
い
な
い
ま
ま
Ｅ
氏

は
、
心
身
と
も
に
疲
れ
て
入
院
。

　
入
院
中
〝
俺
は
何
の
た
め
に
商
売

を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
〞、
今
後
の

自
身
の
体
力
、
商
売
の
方
向
に
明
確

な
解
答
を
出
せ
ず
に
、
日
々
を
過
ご

し
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
よ
う
な
と
き
、
従
業
員
が
二

名
、
あ
る
い
は
三
名
と
連
れ
立
っ
て

「
社
長
、
頑
張
っ
て
下
さ
い
」
と
励
ま

し
に
来
ま
し
た
…
。

　
Ｅ
氏
は
決
心
、「
よ
し
！
俺
は
こ

れ
か
ら
従
業
員
の
た
め
に
働
く
！
」。

　
丙
社
は
食
品
ス
ー
パ
ー
業
界
に
は

珍
し
く
、
店
員
の
七
割
以
上
が
正
規

社
員
で
す
。

　〝
こ
の
社
長
と
一
緒
に
働
こ
う
〞
と

い
う
会
社
で
は
従
業
員
の
不
正
は
起

き
ま
せ
ん
。

就業規則　第〇条　次の各号の一に該当する場合
は懲戒解雇に処する
①　正当な理由なく、引き続き無断欠勤10日以上
に及ぶ者

②　会社の金品を盗取し、横領し、または背任等の
不正行為をした者

③　会社の設備、器具等を毀損または故意に作業を
阻害した者

④　不法に辞職を強要し、または暴行、脅迫を加え、
その業務遂行を妨げた者

⑤　職務上の命令、指示に不当に反抗し、職場の規
律、秩序を乱す行為のあった者

⑥　故意に業務の運営を阻害し、また阻害しようと
した者

⑦　しばしば懲戒または訓戒を受けても、なお改し
ゅんの情がないと認められる者

⑧　経歴、その他を偽って雇用された者
⑨　会社の承認を得ないで在籍のまま他に雇用され
た者

⑩　みだりに流言、ひ話をなし、会社の秩序を乱し
た者

⑪　会社の機密を漏洩し、または漏洩しようとした
ことの明らかな者

⑫　窃盗、詐欺、暴行、脅迫その他これに準ずる破
廉恥な行為のあった者

⑬　職務に関し、不当に金品その他を授与した者
⑭　禁固以上の刑に処せられた者
⑮　前各号に準ずる行為があった者

注１　表は、田口安克、白土英成、田島雅子「従業員不正の防止と
事後対応」（税務経理協会）を一部加筆し作成

注２　従業員に対して懲戒処分をするには、あらかじめ就業規則
において、懲戒の種類及び事由を定めておくことが必要です。

　　　また、懲戒事由を明確に定めておくことが、不正の防止と
懲戒権行使の有効性の判断にあたり規定の合理性を裏づけま
す。



12月号─4

　年
末
調
整
は
、
給
与
の
支
払
者
が

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
一
人
一
人

に
つ
い
て
、
毎
月
の
給
与
や
賞
与
な

ど
の
支
払
の
際
に
源
泉
徴
収
し
た
税

額
と
、
そ
の
年
の
給
与
の
総
額
に
つ

い
て
、
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
税

額
（
年
税
額
）
と
を
比
べ
て
、
過
不

足
を
精
算
す
る
も
の
で
す
。

◎

　平
成
三
十
年
分
の
留
意
点

１
　
配
偶
者
控
除

　平
成
二
十
九
年
ま
で
は
、
納
税
者

本
人
の
収
入
が
ど
れ
だ
け
多
く
と
も
、

配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額
以
下
で
あ

れ
ば
、
配
偶
者
控
除
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

　し
か
し
、
平
成
二
十
九
年
度
税
制

改
正
に
よ
り
、平
成
三
十
年
以
後
は
、

納
税
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
九

〇
〇
万
円
を
超
え
る
と
徐
々
に
配
偶

者
控
除
が
減
額
さ
れ
、
一
、〇
〇
〇
万

円
を
超
え
る
と
控
除
額
が
無
く
な
り

ま
す
。

２
　
配
偶
者
特
別
控
除

　配
偶
者
控
除
と
同
様
に
、
納
税
者

本
人
の
所
得
金
額
に
応
じ
て
表
2
の

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　な
お
、
配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額

が
三
八
万
円
超
八
五
万
円
以
下
（
給

与
収
入
に
換
算
す
る
と
一
〇
三
万
円

超
一
五
〇
万
円
以
下
）
の
場
合
、
配

偶
者
控
除
と
同
様
に
三
八
万
円
の
所

得
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
納
税
者
の
合
計
所
得
金
額
九
〇
〇

万
円
超
を
除
く
）。

表２　配偶者控除額及び配偶者特別控除額の早見表　　　　　　　　　　〈国税庁資料〉
納税者本人の合計所得金額（給与所得だけの場
合の納税者本人の給与等の収入金額） 【参考】

配偶者の収入が給
与所得だけの場合
の配偶者の給与等
の収入金額

900万円以下
（1,120 万円以下）

900 万円超
950万円以下
（1,120 万円超
1,170 万円以下）

950 万円超
1,000 万円以下
（1,170 万円超
1,220 万円以下）

配
偶
者
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円以下 38万円 26万円 13万円

1,030,000 円以下
老人控除対象配偶者 48万円 32万円 16万円

配
偶
者
特
別
控
除

配偶者の合計所得金額
38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円 1,030,000 円超

1,500,000 円以下

85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円 1,500,000 円超
1,550,000 円以下

90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000 円超
1,600,000 円以下

95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000 円超
1,667,999 円以下

100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999 円超
1,751,999 円以下

105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999 円超
1,831,999 円以下

110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999 円超
1,903,999 円以下

115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999 円超
1,971,999 円以下

120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999 円超
2,015,999 円以下

123万円超 0円 0円 0円 2,015,999 円超

表１　年末調整対象者の選別
　　　（主な例）

年
末
調
整
の
対
象
と
な
る
人

次のいずれかに該当する人
⑴　１年を通じて勤務してい
る人
⑵　年の中途で就職し、年末
まで勤務している人
⑶　年の中途で退職した人の
うち、次の人
①死亡により退職した人
②著しい心身の障害のため
退職した人で、その退職
の時期からみて、本年中
に再就職ができないと認
められる人

年
末
調
整
の
対
象
と
な
ら
な
い
人

次のいずれかに該当する人
⑴　上欄に掲げる人のうち、
本年中の主たる給与の収入
金額が 2,000 万円を超える
人
⑵　２カ所以上から給与の支
払を受けている人で、他の
給与の支払者に「給与所得
者の扶養控除等（異動）申
告書」を提出している人や、
年末調整を行うときまでに
「給与所得者の扶養控除等
（異動）申告書」を提出して
いない人（月額表又は日額
表の乙欄適用者）

平
成
三
十
年
分

年
末
調
整
の
ポ
イ
ン
ト
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表３　所得控除額一覧表（抜粋）

【社会保険料控除額】
　支払った又は給与から控除された社会保険料の合計額

【小規模企業共済等掛金控除額】
　（独）中小企業基盤整備機構に支払った共済掛金（旧第二種共済掛金は生命保険料控除の対象）、確
定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金、地方公共団体が実施する
心身障害者扶養共済掛金との合算額

【生命保険料控除額】
保険等の種類 旧契約 新契約 両方適用する場合
一般の生命保険料 最高 5万円 最高 4万円 最高 4万円
個人年金保険料 最高 5万円 最高 4万円 最高 4万円
介護医療保険料 － 最高 4万円 －
合計適用限度額 最高 12万円

※旧契約とは、平成 23年 12月 31日以前に締結した保険契約等、新契約とは、平成 24年 1月1日
以後に締結した保険契約等

【地震保険料控除額】

（   地震保険料の額（最高 50,000 円） ）＋（ 旧長期損害保険契約の支払保険料① 10,000 円までの場合……支払保険料の全額
② 10,000 円を超える場合
　　　　　……支払保険料× 1/2 ＋ 5,000 円
　　　　　　　（最高 15,000 円） ）

※地震保険と旧長期損害保険の両方の控除額がある場合は、その合計額（最高 50,000 円）

障害者控除額 障害者 1人につき…………270,000 円
特別障害者 1人につき……400,000 円（同居特別障害者の場合 750,000 円）

寡婦（寡夫）控除額 270,000 円（特別の寡婦は、350,000 円）

勤労学生控除額 270,000 円

配偶者
控除額

一般の控除対象配偶者 130,000 円～
380,000 円

老人控除対象配偶者 160,000 円～
480,000 円

※　控除対象配偶者、控除対象扶養親族……
所得者と生計を一にする配偶者その他の親
族、都道府県知事から養育を委託された児
童（いわゆる里子）及び養護老人のうち、
所得金額の合計額（繰越損失控除前）が 38
万円以下の者（青色事業専従者又は白色事
業専従者とされる者を除く）。
※　特定扶養親族……控除対象扶養親族のう
ち、平成 8年１月２日から平成 12 年１月
１日までの間に生まれた者（年齢 19 歳以
上 23歳未満の者）。
※　老人控除対象配偶者、老人扶養親族……
昭和 24年１月１日以前生まれ（年齢 70歳
以上）の控除対象配偶者、控除対象扶養親族。
※　同居特別障害者……控除対象配偶者や扶
養親族が、特別障害者に該当し、かつ、そ
の者が所得者又は所得者と生計を一にする
親族のいずれかと同居を常況としている者。
※　同居老親等……老人扶養親族のうち、所
得者又はその配偶者の直系尊属で、所得者
又はその配偶者のいずれかと同居を常況と
している者。

配偶者
特別
控除額

配偶者の合計所得金額が
38万円超 123万円以下

10,000 円～
380,000 円

扶養
控除額

一般の控除対象
扶養親族

16歳以上
19歳未満

380,000 円
23歳以上
70歳未満

特定扶養親族 19歳以上
23歳未満 630,000 円

老人扶養親族
同居老親等以外 480,000 円

同居老親等 580,000 円

基礎
控除額 380,000 円

◎税額控除である「住宅借入金等特別控除」については、給与所得者の場合、確定申告をした年分の
翌年以降の年分に、年末調整で適用を受けることができます。
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平
成
三
十
年
二
月
に
、
在
宅
ワ
ー

ク
の
実
態
等
を
踏
ま
え
、従
来
の「
在

宅
ワ
ー
ク
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
、「
自
営
型
テ

レ
ワ
ー
ク
の
適
正
な
実
施
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
し
て
改
定
さ
れ

ま
し
た
（
厚
生
労
働
省
）。

　
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
自
営
型

テ
レ
ワ
ー
ク
の
契
約
に
係
る
紛
争
を

未
然
に
防
止
し
、
か
つ
、
自
営
型
テ

レ
ワ
ー
ク
を
良
好
な
就
業
形
態
と
す

る
た
め
に
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
注
文
を

す
る
企
業
等
に
お
い
て
は
、
募
集
時

や
契
約
条
件
を
明
示
す
る
際
に
、
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
定
め
ら
れ
た
内
容
を

守
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

一

　定
義

　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
は
、
委
託
を

受
け
て
行
う
就
労
で
あ
っ
て
、
基
本

的
に
労
働
関
係
法
令
（
労
働
基
準
法

な
ど
）
が
適
用
さ
れ
な
い
働
き
方
を

い
い
、
職
種
の
例
と
し
て
、
文
書
や

デ
ー
タ
の
入
力
、
設
計
・
製
図
、
デ

ザ
イ
ン
、
画
像
加
工
、
プ
ロ
グ
ラ
ミ

ン
グ
、
翻
訳
、
音
声
起
こ
し
等
が
あ

り
ま
す
。

　
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
で
掲
げ
ら
れ
た

用
語
は
、
次
の
定
義
づ
け
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

①
　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク

　
注
文
者
か
ら
委
託
を
受
け
、
情
報

通
信
機
器
を
活
用
し
て
主
と
し
て
自

宅
ま
た
は
自
宅
に
準
じ
た
自
ら
選
択

し
た
場
所
に
お
い
て
、
成
果
物
の
作

成
ま
た
は
役
務
の
提
供
を
行
う
就
労

を
い
う
（
法
人
形
態
に
よ
り
行
っ
て

い
る
場
合
や
他
人
を
使
用
し
て
い
る

場
合
等
を
除
く
。）。

②
　
注
文
者

　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
の
仕
事
を
自

営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
直
接
注
文
し
、

ま
た
は
し
よ
う
と
す
る
者
を
い
う
。

③
　
仲
介
事
業
者

　
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

・
　
他
者
か
ら
業
務
の
委
託
を
受
け
、

当
該
業
務
に
関
す
る
仕
事
を
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
注
文
す
る
行

為
を
業
と
し
て
行
う
者

・
　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
と
注
文

者
と
の
間
で
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー

ク
の
仕
事
の
あ
っ
せ
ん
を
業
と
し

て
行
う
者

・
　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
注

文
者
と
受
注
者
が
直
接
仕
事
の
受

発
注
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
サ
ー

ビ
ス
（
い
わ
ゆ
る
「
ク
ラ
ウ
ド
ソ

ー
シ
ン
グ
」
）
を
業
と
し
て
運
営

し
て
い
る
者

二

　関
係
者
が
守
る
べ
き
事
項

㈠

　募
集
内
容
の
明
示

　
注
文
者
ま
た
は
仲
介
事
業
者
は
、

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
ク
の
仕
事
を
募
集

す
る
際
に
は
、
次
の
①
か
ら
⑥
ま
で

の
募
集
内
容
を
文
書
、
電
子
メ
ー
ル

ま
た
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
等
で
明
示

す
る
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
、
当
該
応

募
者
に
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
に
平
易
な
表
現
を
用
い
る

等
そ
の
的
確
な
表
示
に
努
め
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
募

集
段
階
で
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
に
伴
っ
て
新
た

に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

①
　
注
文
す
る
仕
事
の
内
容
（
業
務

の
遂
行
に
必
要
な
技
術
・
経
験
や
、

業
務
遂
行
に
必
要
な
所
要
時
間
の

目
安
等
を
示
す
こ
と
が
望
ま
し
い
）

②
　
成
果
物
の
納
期
予
定
日
（
役
務

の
提
供
で
あ
る
場
合
は
、
役
務
が

提
供
さ
れ
る
予
定
期
日
ま
た
は
予

定
期
間
）

③
　
報
酬
予
定
額
、
報
酬
の
支
払
期

日
お
よ
び
支
払
方
法

④
　
注
文
す
る
仕
事
に
係
る
諸
経
費

の
取
扱
い

⑤
　
提
案
や
企
画
、
作
品
等
（「
提
案

等
」
と
い
う
。）
に
係
る
知
的
財

産
権
の
取
扱
い

⑥
　
募
集
内
容
に
関
す
る
問
合
せ
先

㈡

　契
約
条
件
の
文
書
明
示
・
保
存

　
注
文
者
が
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー

と
契
約
を
締
結
す
る
と
き
は
、
協
議

の
上
で
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に

対
し
て
、
次
の
①
か
ら
⑫
ま
で
の
事

項
を
明
ら
か
に
し
た
文
書
を
交
付

（
電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
上
※
の
明
示
で
も
よ
い
）し
ま
す
。

※
　
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
の
明
示
は
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
に
よ
り
可
能

と
な
り
ま
し
た
。

①
　
注
文
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
、

所
在
地
お
よ
び
連
絡
先

②
　
注
文
年
月
日

③
　
注
文
し
た
仕
事
の
内
容

④
　
報
酬
額
、
報
酬
の
支
払
期
日
お

よ
び
支
払
方
法

⑤
　
注
文
し
た
仕
事
に
係
る
諸
経
費

の
取
扱
い

⑥
　
成
果
物
の
納
期
（
役
務
の
提
供

自
営
型　テレ

ワ
ー
ク
の

　
　
　適正
な
実
施
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で
あ
る
場
合
は
、
役
務
が
提
供
さ

れ
る
期
日
ま
た
は
期
間
）

⑦
　
成
果
物
の
納
品
先
お
よ
び
納
品

方
法

⑧
　
成
果
物
の
内
容
に
つ
い
て
検
査

を
す
る
場
合
は
、
そ
の
検
査
を
完

了
す
る
期
日

⑨
　
契
約
条
件
を
変
更
す
る
場
合
の

取
扱
い

⑩
　
成
果
物
に
瑕
疵
が
あ
る
等
不
完

全
で
あ
っ
た
場
合
や
そ
の
納
入
等

が
遅
れ
た
場
合
等
の
取
扱
い
（
補

修
が
求
め
ら
れ
る
場
合
の
取
扱
い

等
）

⑪
　
成
果
物
に
係
る
知
的
財
産
権
の

取
扱
い

⑫
　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
が
業
務

上
知
り
得
た
個
人
情
報
お
よ
び
注

文
者
等
に
関
す
る
情
報
の
取
扱
い

　
な
お
、
注
文
者
は
、
自
営
型
テ
レ

ワ
ー
カ
ー
と
の
契
約
条
件
を
め
ぐ
る

紛
争
を
防
止
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の

契
約
条
件
を
記
載
し
た
文
書
ま
た
は

電
子
メ
ー
ル
等
を
三
年
間
保
存
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

㈢

　契
約
条
件
の
適
正
化

　
契
約
条
件
の
適
正
化
の
た
め
に
掲

げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
注
意

を
要
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
ま
す
。

①
　
契
約
条
件
明
示
の
留
意
事
項

イ
　
注
文
者
の
氏
名
等

　
　
注
文
者
が
特
定
で
き
、
確
実
に

連
絡
が
取
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ
　
報
酬
額

　
　
同
一
ま
た
は
類
似
の
仕
事
を
す

る
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
報
酬
、

仕
事
の
難
易
度
、
納
期
の
長
短
、

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
能
力
等

を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
適
正
な
利
益

の
確
保
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
決

定
す
る
こ
と
。

ハ
　
支
払
期
日

　
　
注
文
者
が
成
果
物
に
つ
い
て
の

検
査
を
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、

成
果
物
を
受
け
取
っ
た
日
又
は
役

務
の
提
供
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
十
日
以
内
と
し
、
長
く
て

も
六
十
日
以
内
と
す
る
こ
と
。

ニ
　
納
期

　
　
作
業
時
間
が
長
時
間
に
お
よ
び

健
康
を
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う

に
設
定
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
通

常
の
労
働
者
の
一
日
の
所
定
労
働

時
間
の
上
限
（
八
時
間
）
も
作
業

時
間
の
上
限
の
目
安
と
す
る
こ
と
。

ホ
　
知
的
財
産
権

　
　
注
文
者
へ
譲
渡
等
さ
せ
る
場
合
、

対
価
等
を
あ
ら
か
じ
め
明
確
に
し

て
お
く
こ
と
。
注
文
者
で
あ
る
仲

介
事
業
者
は
、
発
注
者
に
譲
渡
等

を
さ
せ
る
場
合
、
そ
の
旨
も
明
確

に
す
る
こ
と
。

②
　
契
約
の
変
更

　
契
約
変
更
時
に
は
次
の
対
応
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

イ
　
十
分
協
議
の
上
、
文
書
等
を
交

付
す
る
こ
と
。

ロ
　
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
不
利

益
が
生
ず
る
よ
う
な
変
更
を
強
要

し
な
い
こ
と
。

ハ
　
仲
介
事
業
者
は
、
発
注
者
が
契

約
条
件
を
変
更
す
る
場
合
、
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
不
利
益
が
生

じ
な
い
よ
う
発
注
者
と
協
議
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

③
　
契
約
の
解
除
　

イ
　
注
文
者
は
、
民
法
の
規
定
に
基

づ
き
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
が

契
約
に
違
反
し
、
又
は
責
め
に
帰

す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
を
履
行

し
な
い
場
合
に
自
営
型
テ
レ
ワ
ー

カ
ー
の
同
意
を
得
ず
に
契
約
を
解

除
で
き
る
こ
と
。

ロ
　
イ
の
よ
う
な
契
約
違
反
等
が
な

い
場
合
に
、
注
文
者
が
任
意
で
契

約
を
解
除
す
る
場
合
は
、
注
文
者

は
、
契
約
解
除
に
よ
り
自
営
型
テ

レ
ワ
ー
カ
ー
に
生
じ
た
損
害
の
賠

償
が
必
要
と
な
る
こ
と
。

④
　
注
文
の
打
ち
切
り
の
事
前
予
告

　
同
じ
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
、

継
続
的
（
例
え
ば
、
六
月
を
超
え
て

毎
月
一
回
以
上
継
続
的
な
取
引
関
係

に
あ
る
）
な
注
文
を
し
て
い
る
注
文

者
は
、
注
文
を
打
ち
切
ろ
う
と
す
る

と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
お
よ

び
そ
の
理
由
を
予
告
す
る
こ
と
。

㈣

　そ
の
他

①
　
健
康
確
保
措
置

　
Ｖ
Ｄ
Ｔ
作
業
（
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
、

キ
ー
ボ
ー
ド
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

機
器
を
使
用
し
て
デ
ー
タ
の
入
力
、

文
章
・
画
像
等
の
作
成
・
編
集
等
、

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
、
監
視
等
を
行
う

作
業
）
の
適
正
な
実
施
方
法
、
腰
痛

防
止
策
等
の
健
康
を
確
保
す
る
た
め

の
手
法
に
つ
い
て
、
注
文
者
が
自
営

型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
に
情
報
提
供
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

②
　
能
力
開
発
支
援

　
注
文
者
は
、
自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ

ー
が
能
力
の
開
発
お
よ
び
向
上
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
業
務
の

遂
行
に
必
要
な
技
能
、
こ
れ
に
関
す

る
知
識
の
内
容
お
よ
び
程
度
そ
の
他

の
事
項
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
、

自
営
型
テ
レ
ワ
ー
カ
ー
の
能
力
開
発

を
支
援
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
て
い
ま
す
。



　息子のことで相談します。私は二
代目社長です。近隣の不動産仲介、

自社所有のアパート・店舗の賃貸（当部門
で従業員２名とアルバイト２名）の他、補
修を中心とした工務店（従業員５名）を経
営しております。
　当社の業績は安定しておりますが、私の
身体は少し弱ってきています。来春、息子
は大学を卒業しますが、直ちに入社し手伝
ってくれることに同意しています。
　このように卒業後すぐに入社させ育てて
いこうと思いますが、いかがでしょうか。

　質問の主旨は、入社前にご子息に
他社経験をさせなくても良いのでは

ないか、という点と考えます。お気持ちは
分からないこともありませんが、答は明確
にノーです。
　その理由は、以下のとおりだからです。
　御社の場合、小規模といえども９名から

の従業員を使用している、れっきとした経
営組織体です。そして、経営組織の集団の
長として求められるリーダー（経営者）の
基本的要件は、経営の規模に関係ないもの
です。
　この要件の中でも、とりわけ大切なのが
「人を使う」という要件です。なお、企業
経営は、人・物・金の３要素で、これを効
率よく運営することといわれますが、人使
いの面は、他の面よりも重視されます。
　ところで、“人を使う”ということは、
使われる人の気持ちを正確に把え、先手、
先手と手を打っていくことではないでしょ
うか。そして、使われる人の気持ちを理解
するには、実際に他人に使われた経験をし
ない限り理解できません。
　以上からご理解頂きたいのは、ご子息を
即入社させることのまずさは、この点にあ
るのです。
　他社修業（３～５年）で体得することを
強くお勧めしたいと思います。

後継者は社外経験を

　どんぶり勘定の中小企業決算書を見ます
と、貸借対照表では、過大な現金勘定と社
長への貸付金・立替金・仮払金（これらの
勘定科目を雑勘定といいます）の金額が大
きいことが特徴にあげられます。
　なぜ、過大な現金勘定が発生するのか？
　例えば、①社長が普通預金から100万
円引き出し、②経理担当者に領収書80万
円分を渡す。
　すると、現金20万円については、実際
には支払われているにもかかわらず、経理
の方は領収書がないため、帳簿上だけ現金
勘定に残っている（どんぶり勘定）、処理
となります。
　また、期末決算を行うとき、経理担当者
は20万円について代表者への貸付金等で
処理します。
　金融機関・融資担当者は、過大な現金勘
定や雑勘定が大きな数字の会社を警戒しま
す。

どんぶり勘定会社の決算書　
中
小
企
業
庁
が
本
年
六
月
に
公
表

し
た
「
取
引
条
件
改
善
状
況
調
査
」

に
よ
る
と
、
受
注
側
事
業
者
の
取
引

上
の
課
題
（
複
数
回
答
）
で
は
、「
コ

ス
ト
が
取
引
価
格
に
転
嫁
で
き
な
い
」

五
六
・
三
％
、「
業
界
独
自
の
商
慣
行
」

四
二
％
、「
合
理
的
な
理
由
の
な
い

価
格
引
き
下
げ
」
二
八
・
六
％
と
続

い
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
製
品
な
ど
の
価
格
へ
の

転
嫁
状
況
を
聞
く
と
、「
概
ね
ま
た

は
一
部
転
嫁
で
き
た
」
と
答
え
て
い

ま
す
。
そ
の
割
合
は「
原
材
料
価
格
」

六
五
％
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
」

五
五
％
、「
労
務
費
」
五
二
％
と
半

数
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
労
務
費
上
昇
分
に
つ
き
価
格
転
嫁

で
き
な
か
っ
た
と
の
回
答
で
は
、「
協

議
を
申
し
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
」
六
二
％
、「
協
議
し
た
が
、

転
嫁
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
」
一
八

％
、
と
続
き
、
発
注
側
の
対
応
は
鈍

い
よ
う
で
す
。

発
注
側
事
業
者
の
対
応

問

答
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